
 

 

 

施設予約の流れについて 

体育館の予約方法 

◆ 抽選申込み（勤労福祉会館で手作業による抽選）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 空き施設の申請手続き （電話による申込みは出来ません。） 

 

                   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ システムで抽選、予約申込みを行うには、利用者ＩＤ登録の取得と施設利用可能登

録が必要です。なお、施設の空き状況の確認は、どなたでもシステムから確認するこ

とができます。                           2012.03.01 

① 利用しようとする日の３か月前（以下「抽選月」とします。）の１日（１月

は、４日）午前８時 30分から勤労福祉会館で抽選を行います。（来館が必要で

す。） 

② 抽選では、予約受付順番を決定します。 

③ 団体による抽選申込みは、１団体１名です。 

④ 申込制限件数は、８件です 

 ※ １件とは、その広さにかかわらず連続した４時間を限度とします。 

⑤ 抽選後、速やかに施設利用許可申請書の提出、施設使用料の納付、施設利用

許可書の交付を受けてください。 

システムによる申込み 

① 抽選月の 11日午前９時から利用日

の前日午後５時まで予約申込みでき

ます。 

フロントでの申請手続き 

① 利用日までに「施設利用許可申請

書」の提出、施設使用料を納付し、「施

設利用許可書」の交付を受けてくだ

さい。 

 

㊟ 利用日の 29日前からキャンセル料

が発生しますので、早急にシステム

から取消を行ってください。 

フロントでの申請手続き 

① 抽選月の 11日午前８時 30分から

利用日まで手続きができます。 

② 「施設利用許可申請書」の提出、

施設使用料を納付し、「施設利用許

可書」の交付を受けてください。 

③ 変更・取消はフロントまでお早め

に。（施設利用許可書、代表者の口

座番号・印鑑（取消の場合）をお持

ちください。） 


